
 

社員の死亡退職の際の給与計算 

 在職社員の死亡退職に係る給与計算は、

通常退職の手続きと、少し違ってきます。

死亡後に支給期が到来する給与の振込は、

本人口座が凍結されるので、遺族の口座と

なります。また、社会保険の脱退や埋葬料

の請求等で遺族に手続きを依頼する場面も

生じます。会社側も慌てず粛々と手続きを

進めて下さい。  

 給与課税は、死亡前に支給されたものが

対象となり、「給与所得の源泉徴収票」の「支

払金額」欄には、死亡前に支払が確定して

いる給与の合計額を記載します。年末調整

は死亡時の扶養等の現況で行います。死亡

後に支給期の到来する給与については、相

続財産となり、所得税の課税対象となりま

せん。 

 給与から控除している住民税の特別徴収

は、死亡後に支給する給与から一括控除し

て会社が納付するのか、後日遺族が普通納

付するのか、遺族に意向を確認します。そ

れを受け、会社が「特別徴収に係る給与所

得者異動届出書」を提出します。 

課税関係の精算は遺族が行う 

 会社側で年末調整が行われますが、医療

費控除等がある場合は、相続人が被相続人

の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行

うことで、所得税関係の精算ができます。 

遺産が相続税の基礎控除額を超えていれ

ば、相続税の申告も必要です。死亡後に支

給期が到来して相続人口座に振り込まれた

金額も相続財産ですので、申告漏れのない

よう留意が必要です。 

社会保険ほかの手続き 

 社会保険と雇用保険で資格喪失手続きを

行います。死亡日＝退職日となり、資格喪

失日は死亡日の翌日となります。社会保険

料の給与からの天引きがひと月遅れで、資

格喪失前の社会保険料の納付義務が発生し

ていた場合には、最後の給与から控除しま

す。健康保険証は返却してもらいます。 

 なお、遺族からの申請で、埋葬料・傷病手

当金・高額療養費を受け取ることができる

場合もあります。これらの申請には、種々

の適用要件がありますので、会社もしくは

会社の顧問社会保険労務士から遺族側に説

明をし、会社が手続きを誘導して、申請漏

れで受け取ることができなくならないよう

迅速に対応を進めていくことが大切です。 
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死亡退職の場合の給与計算 

ショックや悲しみの

最中であっても、必要

な手続きは粛々と迅

速に進めることが大

切です。 

 


